
















8（参考１）諮問事項以外の改正規定

○電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）
→ 予測接続料、実績接続料に係る接続約款届出期限を規定。
→ 接続料算定根拠等の報告様式（予測値の算定方法、算定結果等に係る報告様式）を整備。

○平成28年総務省告示第107号（電気通信事業法施行規則第23条の９の５第２項の規定に基づき情報の開示
に関する事項を定める件）

→ 予測値の算定方法等に関するMVNOへの情報開示について規定。

○MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン（平成14年６月策定）
→ 予測値の算定方法の考え方、検証等について規定。

※ その他、平成28年総務省告示第110号（接続料の算定に用いる値を定める件）及び平成29年総務省告示第37号（電
気通信事業法施行規則第23条の９の３に基づき様式を定める件）において、技術的修正を実施。













（１）アンバンドル機能

①音声伝送交換機能 ②データ伝送交換機能 ③MNP転送機能 ④SMS伝送交換機能

 二種接続料規則において、次の４つの機能について、接続料の設定を要することとされている。

（２）接続料の算定方法

接続料単価
需要

適正な原価 適正な利潤＋
≦

 二種接続料規則において、接続料は、原価、利潤及び需要の実績値に基づく「実績原価方式」により算定することとされてお
り、その具体的な算定方法が規定されている。

 電気通信事業法において、接続料は適正原価＋適正利潤を上限として設定する旨規定されている。

 二種指定制度における接続料は、電気通信事業法第34条第３項の規定により、「能率的な経営の下におけ
る適正な原価に適正な利潤を加えたもの」を超えてはならないとされ、その算定対象機能や具体的な算定方
法は、二種接続料規則、電気通信事業法施行規則、MVNOガイドライン等で規定されている。

14（参考７）接続料の算定方法






